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平成２６年３月２７日 

 保 健 医 療 課 

国のたばこ対策について 

 

１ 健康日本 21(第 2次) 

・ 平成 24年 7月策定。平成 25年施行。 

・ 目標は，「喫煙率の低下」と「受動喫煙への曝露状況の改善」に関わるものが設定。 

・ 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）に関する啓発も追加 

・ 改定を踏まえ，効果的な禁煙支援が行えるよう「禁煙支援マニュアル」を改訂し，「禁煙

支援マニュアル第 2 版」が平成 25 年 4 月 1 日に公表。 

 

 ＜健康日本２１（第２次）の「喫煙」分野の目標値＞ 

 １ 未成年の喫煙 

目標項目  未成年者の喫煙をなくす  

現状  中学1年生 男子 1.6％、女子 0.9％  

高校3年生 男子 8.6％、女子 3.8％ （平成22年）  

目標  ０％ （平成34年度）  

 ２ 妊娠中の喫煙 

目標項目  妊娠中の喫煙をなくす  

現状  5.0％ （平成22年）  

目標  ０％ （平成26年）  

 ３ 成人の喫煙率 

目標項目  成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる）  

現状  19.5％（平成22年）  

目標  12％（平成34年度）  

 ４ 受動喫煙の機会を有する者の割合 

目標項目  日常生活で受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機

関）の機会を有する者の割合の低下  

現状  行政機関:16.9％（平成20年），医療機関:13.3％（平成20年），  

職場:64％（平成23年）， 

家庭:10.7％（平成22年）， 飲食店:50.1％（平成22年）  

目標  行政機関:０％（平成34年度） ，医療機関:０％（平成34年度）  

職場:受動喫煙の無い職場の実現（平成32年），  

家庭:3％（平成34年度） ，飲食店:15％（平成34年度）  

 

２ がん対策基本計画の見直し 

 ・ 平成 24年６月見直し。 

 ・ 見直し後，喫煙率等の数値目標が設定された。 

資料９ 



＜がん対策推進基本計画の「がんの予防」分野における目標値＞ 

 現状値 目標値 

喫煙率 成人 19.5％(平成 22年) 12％(平成 34年度) 

受動喫煙の機会を 

有する者の割合 

行政機関 16.9％(平成 20年) 0％(平成 34年度) 

医療機関 13.3％(平成 20年) 0％(平成 34年度) 

家庭 10.7％(平成 22年) 3％(平成 34年度) 

飲食店 50.1％(平成 22年) 15％(平成 34年度) 

受動喫煙を受けて

いる労働者の割合 
職場 44％(平成 23年) 0％(平成 32年度) 

※ 職場については，事業者が「全面禁煙」又は「喫煙室を設け，それ以外を禁煙」のいずれ

かの措置を講じることにより 0％を目指す。 

 

３ 労働面について 

・ 平成 22 年 12 月に厚生労働省の安全衛生分科かいにおいて，職場における受動喫煙対策の根

本的強化を含む「今後の職場における安全衛生対策について(報告)」が取りまとめられる。 

・ 「今後の職場における安全衛生対策について(報告)」には，事業者の支援として，技術的支

援及び，財政的支援を行うべきとの記載あり。 

・ これを受け，平成 23 年 10 月より，技術的支援として，受動喫煙防止対策に係る相談支援，

受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援始が始まった。同月，財政的支援として，労働

者災害補償保険法の一部を改正し，受動喫煙防止対策助成金制度創設。 

・ 助成金制度は，平成 25年 5月に対象の拡大，補助率の拡大が図られた。 

 （資料 12：労働局 労働衛生専門官 藤本氏より詳細説明） 

 

４ 京都府について 

 ・ 平成 21年 5月 きょうと健康長寿推進府民会議に「受動喫煙防止対策部会」設置。 

 ・ 平成 22年 2月 京都府における受動喫煙防止対策の推進に関する報告書を策定。 

 ・ 平成 23年 3月 京都府がん対策推進条例施行される。 

 ・ 平成 23年 11月 京都府がん対策推進府民会議の「たばこ対策部会」が平成 23年 11月設置。 

 ・ 平成 24年 3月 上記たばこ対策部会に本市も参画しており，「京都府受動喫煙憲章」が策定 

  

 京都府受動喫煙防止憲章 

 【概要】 

受動喫煙の防止に係る，府民や関係団体，事業者等幅広い団体・個人の行動指針であり，本

憲章に基づき，それぞれが自主的に取り組む府民運動を展開 

 【主な内容】 

   ◯ 多数の者が利用する施設の取組 

    公共性の高い施設：建物内禁煙 

    その他の施設：実情に応じて対策を実施。将来的には建物内禁煙を目指す。特に乳幼児， 

           未成年，妊産婦が日常的に利用する施設は重点的に取り組む。) 



  ◯ 京都の特色を活かした取組 

    観光地：誰が見ても分かりやすい表示を推進 

    大学の立地：喫煙開始年齢の若者に対し，大学と連携した啓発 

  ◯ 各自の取組 

    行政：受動喫煙の健康への影響，禁煙施設について周知 

    各施設：禁煙等受動喫煙防止対策の内容を表示 

    保健医療関係団体：啓発・情報提供 

    各主体：たばこをやめたい人の支援 

    喫煙者：周囲への配慮，喫煙マナーの遵守 


